
ニセコ積丹小樽海岸国定公園国定公園の特別地域内における 

行為の許可基準の特例について 

 

自然公園法施行規則第 11 条第 35 項の規定に基づき、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の特

別地域内における行為の許可基準の特例を定め、次のとおり告示しました。 

 

１ 許可基準の特例を定めた日 

  平成 24 年 7 月 27 日 (北海道告示第 10728 号) 

 

２ 許可基準の特例の対象となる区域 

  虻田郡倶知安町字山田の一部 






